
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１５４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月３日 １１時００分ごろ 

発生場所 広島県呉港 

（概位 北緯３４°１４.１′ 東経１３２°３３.０′） 

事故等調査の経過  平成２１年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 HAMBURG BRIDGE、９９,４００トン 

なし（建造中）、株式会社アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド（建

造者） 

Ｂ 作業船 東亜
とうあ

丸、１９トン 

   ２５０－３４０３９、東宝海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ なし 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に長さ約１０～２０㎝の範囲で擦過傷 

Ｂ なし 

 事故等の経過 Ｂ船が、Ａ船を造船所桟橋に係留させる作業中、Ｂ船が、ブイの係留索

をＡ船に渡して離れる際、平成２１年４月３日１１時００分ごろ、Ｂ船の

左舷船尾部とＡ船の右舷船首部が接触した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

船長Ｂは、ブイの係留索をＡ船に渡して離れる

際、同船との距離を適切に把握していなかったた

め、Ｂ船が後進惰力でＡ船に接近し、機関を前進に

かけたが間に合わなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、呉港において、Ｂ船が、Ａ船を造船所の桟橋に係留させる作

業中、Ｂ船がブイの係留索をＡ船に渡して離れる際、Ａ船との距離を適切

に把握していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 




